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中尾、中崎、滝頭、小崎、水流、麦藪、猿山、竹の迫、八久保

、外造平及び焼野）及び大字見立の一部（南平森上、森より西

南、森より北、出羽、水無平、川の詰、川の詰大川越、中村前

宮崎県告示第76号の５ の原、中村後の原、上野原、赤川、下枇杷、葛根原、名女石、

高病原性鳥インフルエンザのまん延を防止するため、家畜伝染病 飯干、松端鹿倉、千畳敷、平戸、若松山、戸ノ口山、流谷、平

予防法施行細則（昭和26年宮崎県規則第54号）第４条の規定により 戸山、白仁田山、板ノ内平、日平山、諸和久山及び千軒平）

、次のとおり家畜及び物品の移動を当分の間制限する。

平成23年２月５日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 移動を制限する家畜の種類

鶏、あひる、うずら及び七面鳥並びにそれらの死体

２ 移動を制限する物品

病原体をひろげるおそれのある物品

３ 移動を制限する区域

 高千穂町大字三田井、大字押方の一部（横嶽、元越、尾薮、

奥畑及び跡取川を除く。）、大字向山、大字岩戸、大字上岩戸

、大字田原の一部（薄霧畑、牛頭平、妙見平、宮野平、薄糸平

、今狩平、板伏、石打、染野平、梶原、広福、上愛宕平、下愛

宕平、宮尾野平、牧平、小糸、高岩、流尾、尾崎野、柴之辻平

、流井平、恵良平、恵良廻平、佐土野廻平、馬場平、梶原平及

び上小屋平）、大字河内の一部（菅野迫、成滝、崩野、入高、

山室、所尾野、立元及び米糸）、大字五ヶ所の一部（祖母山及

び笈野町）、大字上野及び大字下野

 日之影町大字七折の一部（矢筈嶽、中ノ尾、風穴越、笠戸、

尾藪、松崎、下顔、上顔、中村、中村道下、中島、丸星道上、

丸星道下、松の原、板床、中の園、年ノ神、河原谷、田下、中

川、波喜、下中園、黒仁田、平崎、樋口、尾迫原、小畑、立山

、日ヶ暮、鳥越、辻、一の瀬、穴の猿、杉の内、通狩、滝上下

、橋場、田下、石棚、戸川、白石、萱野、小菅、下園、北平、

面園、平清水、松株、椎屋谷、中尾、下尾村、崎ノ原、仲畑、

飛渡、宮水、尾平、袴谷、道上、道下、中尾内、東山、徳富、

南、箱石、一の水、塩井、小谷、平底、金尻、尾谷、上尾村、

高野、布平、吹上、長迫、西、末市、椎谷及び東）、大字岩井

川の一部（尻無尾、乙女、尾平、乃呂川、草仏、市の瀬、今立

、上栃の木、小路、中の谷、草園、近道、小原、飯干、十二町

、水口、仁田原、大川平、古城、古園、中端、後平、中村、平

、北平、影待、葛原、鳥渡、重園、大迫、奥野、水の迫、尾の

上、田久保、西、夕尺、川口、東川口、坂本、室園、仁田の尾

、栗林、田向、城ヶ崎、岩井内、水の本、平谷、大台場、三挺

弓、猪の原、早稲藪、山中、畑の尾、山の頭、小鶴、市の山、

池の本、尾迫、波帰、大楠、尾崎園、原園、佐別当、詰の原、




